
一般質問通告書  

受領日時 令和８年２月１７日 午前９時４５分    １１番 氏名 斎藤 晋 

   質問項目          質問の要旨 

1 除雪について 

 

 

 

 

 

「冬期交通除雪作業打ち合わせ事項」より、質問する。 

 

(1) （初期除雪は完全に実施し、圧雪および、わだちが生じな

いよう作業に努めること。）とあるが、圧雪および、わだち

が無い状況ではない。この条項が守られていないと考える

が、町はどう見ているか。どう改善するのか。 

 

(2) （交差点、横断歩道には堆雪や段差が生じないよう努める

こと。）とあるが、横断歩道には雪の塊が有り、雪の山を越

えなければ横断出来ない箇所が多くある。高齢者のため学

童のため町民のために改善を求める。 

 

(3) （消防施設などの付近へは堆雪しないこと。）とあるが、除

雪の朝、見ると雪の塊のため見えにくくなっている消火栓

が有る。見回りしているとしているとすれば、見回りから

の報告が有るはずだが、今期何回報告が有ったか。 

 

(4) （交通標識などを損傷した場合、役場建設課並びに警察署

へ報告し、直ちに復旧すること。）とあるが、今まで何回有

ったか、また、状況を詳細に。 

 

(5) （除雪作業に起因し各屋々の間口及び車庫前に雪塊が発生

した場合は、担当業者の責任において除去すること）と有

るが、実行されていない。町民が我慢しているのは、この

条項を知らないからである。業者に対する指導をすべきで

あるがどうか。 

 

(6) （担当路線毎に担当業者の責任で堆雪場の排雪すること）

とあるが、堆雪場の排雪をしているのは何処の業者か、対

価は払っているのか。支払うべきなのか。排雪場ではなく、

馬場目川に排雪している除雪車を見かけたが、これは町が

許可を出しているのか。 

 

 

 



(7) （排雪作業は排雪作業の機械１台、排雪トラック３台以上

で行うことを原則とする）とあるが、毎回トラックが足り

ないのはなぜか、毎回足りないが是正は出来ないのか、打

ち合わせ事項に違反しているのに、対価はどのように支払

っているのか。 

 

「道路除雪業務委託特記仕様書」より、質問する。 

 

(8) （１０センチ以上、５センチ以上の積雪が有り、今後も降

り続き吹き溜まりが発生する恐れがある場合、監督員と協

議、監督員の指示により出動）とあるが、今回何回有った

か、何時その指示をして出動したか。 

 

(9) （午前０時以降に、午前７時までに除雪作業を完了。特別

な理由がある場合、作業時間を早めることができる。）とあ

るが、今回は０時前に作業を開始している日が有るが、監

督員の指示は有ったのか、０時前に作業を開始した事由は

何か。 

 

(10)（路線の整正作業及び道路幅確保のための除排雪が必要な

場合は、監督員と協議し、監督員の指示により実施）とあ

るが、今回何回有ったのか、対価はいくら払ったのか、何

処の路線だったのか。 

 

(11)（圧雪層は完全に除去し、道路幅員が確保されている状態

とすること）とあるが、確保されていない状況が有る。何

故なのか。朝方に積雪・少ない積雪の積み重ねなど、理由

は有るが、町が見回りすれば、町民のため業者に指示でき

るはずだが、見回りが十分でないのか。それとも業者が悪

いのか。町の見解は。 

 

(12)（受託者は契約期間中、毎日 1回以上は担当路線をパトロ

ールし、道路通行に支障がある場合監督員へ報告する。）

とあるが、今回何回報告が有り、どのような支障でどのよ

うな作業をしたのか。又、毎日１回パトロールを義務づけ

ているからには、パトロール日誌が有るはずだが有るの

か。無いとすれば確認はどうしているのか。 

 

 



(13)（除雪作業実施のため、除雪機械と運転員を除雪が見込ま

れる深夜は待機させなければならない。）とあるが、待機

の対価は県では払われているようだが、町では払われてい

るか。 

 

(14)（運転員が委託者の指示を履行しない場合、不適切と判断

された場合、運転員の変更を求めることができる。）とあ

るが、クレームが多い場合、町は変更を求めるのか、現在

までに例は有ったか。今後、どのようなクレームで変更を

求めるのか。 

 

 

 

2 職員の定年前の

退職について 

(1)最近、定年前の退職が多くなり、有能な職員が足りなくなっ

ている状況が有る。退職の原因を町はどうとらえているか。 

 

(2)定年前の退職は、ハラスメントが原因との話が多く有るが。

現在のハラスメントの申し出先が総務課での集約になって

いるが、申し出・相談は有ったか。 

 

(3)ハラスメントの申し出先が庁舎内・同じ職員だとすると、相

談もしにくいと思うが町長はどう思うか。 

 

3 庁舎内の 4 階食

堂の活用を 

 

(1)以前 4階にあった、町民も利用できる食堂は、安く・温かく・

手作りで美味しい食堂で有った。しかし、閉鎖になった。町

としてこの食堂に対し、補助を出していたと思うが、どのく

らい出していたか。（詳しく） 

 

(2)調理器具もそろっている状況だと思うが、以下のように利用

できないか。 

 ①麺類だけの食堂に 

 ②レトルト・冷凍だけの食堂 

 ③空き時間を利用し、老人向けの弁当作り食堂 

 ＊手間をかけず、時間をかけず、安く、温かい食堂を作り、

独居老人や老人家族のための安くておいしい弁当を作る食

堂が出来ないか。 

 

 


